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1 .はじめに

本稿をまとめている段階で、中教審の答申を踏まえた法改正がまさに最終局面を迎えている状

況であり、筆者としては、その動向を踏まえながら、テーマに沿った論考をまとめていきたいと

考えてきたが、残念ながら、タイムリミットが来てしまいました。ここでは、合宿研究会での発

表メモを記録としてとどめておくことで、中間報告とせざるを得ません。ひとえに、筆者の力量

不足であり、今後にその補充をしていきたいと考えていることをはじめにお断りをしておきたい

2.テーマとの関連

教育委員会制度を考察する視点としては、以下の 9点を提起しておく。

① 教育の地方分権と中央政府の役割

② 政治的中立性の確保

③ レーマン・コントロールの原則

④ 行政委員会としての性格

⑤ 指導行政としての特色ある活動

⑤ 指導主事の役割(教育長と事務局の役割)

⑦校長の学校運営権との関係

③ 人事権、予算編成権等の問題

⑤ 意思決定システムとしての合議制

①教育の地方分権と中央政府の役割

教育委員会制度は、近代的な菌民国家のシステムでは、主として初等中等教育を担う行政機関

として、地方政府の主たる責務を果たす機関であると考えられる。その点で、中央政府としての

包民教育の基本的な権限などを整理した上で、地方政府として、各自治体がどのような街づくり

を進め、その中核的な行政課題として、どのように地域人材の育成を図るのかというテーマに関

わる問題と理解出来る。

そもそも司本という国では、地方自治とか地方公共団体としづ概念が整備されていても、中央

政府と地方政府、としづ体系的な統治システムが整備されているとは言えない伝統がある。外交
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や軍事、治安、国家全体の経済政策(為替制度、租税制度、産業政策など)等の国家的テーマは

取り除いて、基本的な国民生活に関わる固と地方の権限関係が未整備なだけでなく、草倉iJ期にお

ける国家主導型の行政手法が戦後を経ても、 残存しているだけーでなく、戦後の歴史的経緯から見

れば、むしろ強化されてきたという側面がある。

特に教育行政分野では、中央政府と地方政府、さらには地方政府部内でも都道府県と基礎自治

体の関係、政令指定都市や中核市との関係などがシステムと して整理される どころか、 ますます

複雑に混乱するかのよ うな政策が展開されてきたイRlJ面がある。それは様々な施策の見直しを細切

れに展開してきた結果としての弱点とも言える。その意味で、 先ずは教育の地方分権と中央政府

の役割を整合的に組み直す必要がある と考える。今時の教育委員会改革は、この点について、必

ずしも積年の弊害を除去し、 明確なシステム構築を目指していたとは言えないように思う。

②政治的中立性の確保

私が2点目に挙げた政治的中立性の確保が、学会やマスコミ、与党内での政策協議の最大の問

題として取り上げられている。 果たしてそれで改革論議としては正しいのだろうか。 私はこの点

にやや違和感を覚えている。確かに教育は国民の価値形成、思想や信条に関わる重要な領域であ

り、私達は歴史的にこのテーマの制御に失敗してきた。明治以降の公教育制度の整備過程で、最

大の反省点であ り、 戦後の教育改革で最も重視したテーマの lつで、あること は間違いがない。 そ

の反省点の上に立って、私達は立憲の根本精神の1つに、国民主権を掲げて大事にして来たので

あり、その重要なシステムとして選挙制度の確立と発展に意を尽くしてきたと言える。

しかし、現状は必ずしも民意の的確な反映システムとして選挙制度が機能しているとは言えな

し1ような状況が続いている。そもそも諸外国に比べて、ほとんどの選挙での投票率の低さが課題

である。昨今、マニフェストなるものが重視されてきているが、そもそも政策を掲げて選挙戦が

実施され、当選後にそれを基礎として政策が遂行されるという ところまで政治が進化していない。

そうした状況下での「政治的中立性の確保Jという問題である。かつてのように教育委員の公選制

への回帰も1つの方法で、あるが、 それが叶わないならば、少なくとも首長や議会選挙では教育政

策に関するマニアェス 卜を充実させる必要がある。

問題は、そ うした現状の改善の上に立って、政治的な中立性とはなにか、どのように維持され

ていくべきなのかといった論点を整理する ことが重要であろ う。 教育委員会でも、 ある種の政治

的な判断をしなければならない場面がある。その日寺に、住民の意思をどのように掛酌し、教育と

し1う領域での政治的価値判断の遂行をどのように行うのかを慎重に行う責任がある。特に教育行

政に責任を有する者としての専門的判的?と同時に、教育現場である教職員の専門職的意思と住民

の一般的な意思との折り合いを付け、有権者の直接的な負託を受けていない教育委員としての責

任ある判断と意思を明確に示してし 1く責任があるこ とも忘れてはなるまい。

政治的中立性の問題の要諦は、維がどのような内容に関して、何を根拠に責任と権限を有する
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のか、意思決定に対して、どのような責任を有するシステムになっているのかという点にある。

今後は意思決定する領域や内容を了寧に整理し、責任と権|恨の関係から再調整する必要があろう。

③レーマン a コントロールの原則

教育行政では、レーマン・コントローノレが重視されてきた。その意義を私は以下の 2点に集約

して考える。第一は、教育という [~I民に共通のなじみ深いテーマで、あり、基本的には他の領域の

ように当該領域の専門性が高く、意見や意思を表明しにくい領域ではない点が挙げられる。過去

の世代から現在の世代を経て、次の!:tt1-~(こ社会が継続的に発展していくためにも、あらゆる人々

が教育に関心をもち、意見を言える参画のシステムが開発されているのである。しかし、教育が

発展し、人間の学習や成長が高度化や専門化してくると、その業界に不案内な人が基本方針を決

定し、管理運営iこ深く関与することにさまざまな問題が出てきている。いじめや体罰、不登校な

どの深刻で複雑な問題は、レーマン(その活動に直接関与したことがない人々)を中心として、

日々発生する深刻な教育問題に対処することは難しくなっているのも事実であろう。

他方で第二の意義として、裁判員制度などに見られように、一般人の常識や感覚からして、専

門家による判断や業務遂行が納得で、きない問題もでできており、素人の判断を一定程度システム

にとり組む改革も進行している。教育委員会改革は、この 2つの棉反する価値を上手く取り入れ

て、新しい時代の新しい状況にふさわしいシステムを開拓する必要がある。

④行政委員会としての性格

教育委員会は、地方自治法第百八十条の五で、普通地方公共団体の執行機関として法律で定め

られている委員会及び委員の第一にあげられている組織である。さらに、同法の第百八 i一条の八

で、「教育委員会は、月IJに法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組

織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並

びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。J機関とされ

ている行政委員会である。

一般に行政委員会とは、国や地方公共団体の一般行政部門に属する行政庁で、あって、複数の委

員によって構成される合議制の形態をとり、かつ、母体となる行政部門からある程度独立した形

でその所管する特定の行政権を行使する地位を認められるものをしづ。こうした行政委員会は一

般的な行政的機能の他に、規則制定等の準立法的機能や争訴の判断等の準司法的機能を有する委

員会もあるとされている。現行の教育委員会制度はまさにこの代表的な事例である。また、行政

委員会は、政治的中立性を確保する観点から、長の指揮監督を受けない。委員は、議会の同意等

を経た上で選任される。すなわち、執行機関がーの機関に集中して行政の公正さが損なわれるこ

とを防ぐため、日本の地方自治制度は、行政委員会制度を設けることにより執行機関の多元主義

を採っている(なお、日本国憲法は第92条において「地方公共図体の車m織及び運営に関する事項
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は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定めるj としているのみであり、首長の権限につい

て、内問の場合のような厳格な規定は置いていなしれ教育行政に関しては、戦後暫くは、 1948

(昭和 23)年に「教育委員会法jが制定され、その後、 1956 (昭和 31)年に「地方教育行政の組織

及び運営に関する法律jが制定されていることは歴史的経緯である。

論点は教育委員会を行政委員会として存続させるのか、あるいは一般行政音ß I'I~化するのかに掛

かっている。行政委員会として存続させるとしても、どのような権限と責任、機能を整盟するか

の課題が残る。一部の自治体で、問題があったとして、市IJ度全体の校幹を変えて、教育委員会制度

の趣旨を損ね、公教育の質的劣化をもたらすとしたら、「角を矯めて牛を殺すjのたとえのような

「教育改革」に堕してします。過去と現状から学び、つつ、未来志向での改革論議が求められる。

⑤指導行政としての特色ある活動

教育行政は、指障命令機能を基本とする他の行政分野と違って、 f指導助言J機能を基本とする

行政であるとされる。すなわち、公務員の行う行政行為(公的行為)を公権力の行使ととらえれ

ば、教育行政は指示や命令を発するとしても、関係者間での理解をしたうえで「納得や同意Jの

下で、行われることを重視する活動で、あると言われてきた。それは、教育行教が関わりを持つ教育

的行為が行為当事者の人間性を発憎して為されるからに他ならない。教師が納得をしないで行う

教育活動は、表向きは従いつつ、真意では納得をしないで反旗を翻すような、いわゆる面従背反

によって、目的や目標の達成、成果が実現しがたい特質を持っている。

教育委員会の行政行為においてもその基本は指揮命令的な関係が基軸となるが、教育行政が最

も重要とする教育の質的な保障は、やはり教育当事者間での理解や納得が図られなければうまく

し1かない。この特質に沿った行政システムの構築が最大の課題と考えられる。

⑥指導主事の役割(教育長と事務局の役割)

教育行政の核心となる部分は、教育専門職として任用されている指導主事の力量に掛かってい

るといっても過言ではない。教育委員会改革において、教育長権限を強化するとしても、教育長

を支える指導主事の役割がますます重要となることは明らかである。しかし、一般的に 3万'""5

万人以下程度の人口規模の市町村では、そもそも指導主事の人数や力量にさまざまな課題が残っ

ている。そうした不十分さを残したままでの教育長権限の強化は、あまりにも冒険過ぎる改革で

あり、教育委員会の適正規模や適性配置の議論を平行して進めるべきではなし、かと考える。

教育長と事務局の良好な関係は、学校等の教育現場の状況を指導主事などが常に的確に把握し

ていることが基本となるであろう。多数の人間が教育の現場で仕事をしている以上、現場と行政

機関との円滑な関係構築は、公教育の質保障に緊密に関わるものである。

d波長の学校運営権との関係
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教育行政は多数の学校等の現場を持っている。そこには校長などの、いわば現場責任者がおり、

この人達の紘織運営権限と教育行政権限とのすりあわせが重要なテーマとなる。一定の織務権限

を委任する以上、校長の学校運営権と教育長の管理監督権限との有機的な関係の構築が考慮、され

なければならないと考える。ある意味では、教育委員会改革の要諦は、各学校の組織責任者であ

る校長の学校運営能力をどのように思い描くかにj卦かっていると言えるのではなかろう泊、

⑧人事権、予算編成権等の問題

日本の教育委員会制度の大きな問題は、都道府県以外の教育委員会に人事権が承認されておら

ず、予算編成権も不在な点にある。これらの問題を再び教育委員会制度の論議の中で整理をして、

どのレベノレの教育委員会にどのような責任と権限を配分するかの議論を整理する必要があるので

はなかろうか。

⑨意思決定システムとしての合繊制

最後に、教育委員会の意思決定システムとしての合議制の問題を考察しておきたい。 「合議市IJJ

という意思決定システムはその基礎的条件として、関係者に十分な情報が提供されているかが重

要な留保条件となる。現行の教育委員会システムは、教育委員の中に必ずしも教育や教育行政に

知見を有する人物ばかりとはいえないシステムになっている。レーマン・コントロールとは、む

しろ健全な市民感覚で教育問題を把握し、論議されることを期待されている部分もあるからであ

る。しかし、政策決定や意思決定に当たって、不十分な情報しか提供されないようでは、事案に

即した最も適正な判断や施策の決定とその管理は難しい。特にいじめ問題などのような複雑で全

貌がなかなか明確化しにくい問題では、非常勤で情報不足の教育委員に全ての責任を負託するの

は厳しすぎるし、なかなか適正な判断が出来にくいように思う。

合議制とは、コンセンサス({可よりも合意)を優先して、穏便で中庸な判断を優先しがちな特

長を有する意思決定システムである。特に問題の無い状況の場合は、こうした中庸型の意思決定

がふさわしいのかもしれないが、大きな改革を求められる場合や迅速な意思決定を求められる場

合は、必ずしも最適なシステムとは言えない場合がある。

私は日英の比較教育改革研究を進めてきたが、最も印象的だ、ったのは故サッチャ一首相のコン

センサス嫌し1である。彼女は混迷を極めていた当時の教育に対しても、コンセンサスを嫌い、校

長への権限の集中による学校改革を断行した。評価はさまざまだが、国民の学校へのI~心を高め、

保護者や地域住民が学校経営に参画するシステムを整備した成果は評価して良い。

日本の学校改革では、引き続き関係者のコンセンサスを重視しつつも、変化の激しい時代の教

育改革論としては、誰が{可について責任と権限を有するのかの整理を明確にすることが急務だ。

教育委員を経験してみて実感もしたが、重要なのは、まず教育長がしっかりとした提案や報告を

教育委員会に提起することだ。その上で教育委員は、自らの識見と子どもや保護者、地域住民、
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教職員の立場などを考慮して、意思決定に加わるべきである。(詳しく は平成 25年4月 22日付け

の日本経済新聞の筆者の論考を参照されたしす

特に説明責任を明確に果たして行くことがますます重要視される昨今、意思決定者の責任所在

が不明確になりがちなシステムは、問題点を再検討する必要があるのではなかろうか。今後、情

報公開や開かれた行政フoロセスの保障に際しては、新しい工夫が創造される ことも訊L也となる。

3.まとめにかえて

教育再生実行会議での論議に始まった教育委員会改革は、法改正でより明確な政権側の意思!は

明らかになるであろう。私は教育現場の責任者である校長も含めた公教育の管理運営システムの

再生論議を期待した。しかし、提言の中では、依然として 「学校運営j として校長の相務を検討

している。校長の仕事が「学校運営jのままでは、文部科学省や教育委員会の決めたことを粛々と、

滞り なくこなす校長像しか浮かばない。教育課手呈編Fiたや人事、予算面などで一定の権限を校長に

付与し、 経営責任を求める ことによって、各学校がより自律的に改革を推進するのではないか。

そのためには、確かに固と都道府県、市町村の関係を整理し、人事告IJ度や学級編時IJ、教育課程

編成などで柔軟な施策の展開を奨励することが求められる。公教育の質保証と向上には、国によ

る大綱的な基準づくりを継続しつつ、これまで、不十分だ、った事後の評価システムを整備すること

が重要となる。現状のままでは、地域や学校の状況に最適なカリ キュラム開発は難しい。

人事や予算面で、地域や学ヰ交の実情に郎 した、きめ細かい教育条件整備を国が行い、着実な成

果の検証を積み重ねて、実証的な教育再生の道を切り開いて欲しい。イギリスなどを参考に導入

した全国学力調査や学校評価システムは、科学的で実証的な教育改革の核となる施策になるはず

で、あった。6年生の児童が中学3年生になって、どれくらい成績が伸びたのかというデータさえ、

まだ、活用が出来ていない。 地域や保護者の状況が似通っているのに、学力や体力などのデータが

異なる学校が何校も全国にあるはずだ。学校評価施策で、 その比較さ え出来ないでいる。

提言が示したように、地方教育行政やr判交運営に保護者や地域住民の意思を反映させることが、

教育論的にも重要な視点だ。子どもの学習だけでなく、命と安全を守るためにも、学校はより積

極的にステークホルダーで、ある保護者や地域住民と、子育てで紡J力関係を深化させていくべきだ

と思う。学びはあらゆる場面、あらゆる場所で保障されるべきだ。

ますますクずローノ勺レ化が進行する現代で、は、豊かな学びは豊かな人生を創造し、世界に通用す

る 「第二のパスポー ト」と して人々の生き方を支えてくれるであろう。 学校は、外の世界から支

援をしてもらうばかりでなく、外の世界とはそれぞれの責任を分担しつつ連携を深め、さらには

共通の目的や夢を共に創造(共倉IJ) しながら協働して、新しい教育を再興して欲しい。

以上、4年間の教育委員の経験も踏まえて、私論的に教育委員会制度の現状と課題をまとめて

みた。 今後は、制度の趣旨を踏まえ、歴史的教訓を視野に入れた考察をしなければならないと考

えている。

「円
dつム
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